
修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙３

（協定第5条第2項関連）

（機構法第13条第1項第5号に定める協定記載事項）



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額
（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 16,786百万円

Ｈ１９ 24,426百万円

Ｈ２０ 25,020百万円

Ｈ２１ 26,890百万円

Ｈ２２ 37,352百万円

Ｈ２３ 37,947百万円

Ｈ２４ 42,569百万円

Ｈ２５ 55,252百万円

Ｈ２６ 79,077百万円

Ｈ２７ 68,933百万円

Ｈ２８ 83,973百万円

Ｈ２９ 78,967百万円

Ｈ３０ 82,732百万円

Ｒ１ 118,786百万円

Ｒ２ 178,237百万円

Ｒ３ 193,078百万円

Ｒ４ 145,080百万円

Ｒ５ 173,318百万円

Ｒ６ 161,511百万円

Ｒ７ 643,793百万円

Ｒ８ 249,783百万円

Ｒ９ 110,224百万円

Ｒ１０ 70,666百万円

Ｒ１１ 61,391百万円

Ｒ１２ 52,512百万円

Ｒ１３ 46,795百万円

Ｒ１４ 48,886百万円

Ｒ１５ 49,086百万円

Ｒ１６ 51,765百万円

Ｒ１７ 50,935百万円

Ｒ１８ 51,916百万円

Ｒ１９ 52,552百万円

Ｒ２０ 53,553百万円

Ｒ２１ 54,854百万円

Ｒ２２ 54,766百万円

Ｒ２３ 54,602百万円

Ｒ２４ 54,508百万円

Ｒ２５ 54,694百万円

Ｒ２６ 54,013百万円

Ｒ２７ 53,319百万円

Ｒ２８ 53,712百万円

Ｒ２９ 54,041百万円

Ｒ３０ 54,727百万円

Ｒ３１ 53,666百万円

Ｒ３２ 54,352百万円

Ｒ３３ 55,376百万円

Ｒ３４ 55,945百万円

Ｒ３５ 55,483百万円

Ｒ３６ 55,477百万円

Ｒ３７ 54,594百万円

Ｒ３８ 55,421百万円

Ｒ３９ 54,014百万円

Ｒ４０ 54,503百万円

Ｒ４１ 54,132百万円

Ｒ４２ 54,176百万円

Ｒ４３ 54,098百万円

Ｒ４４ 54,124百万円

Ｒ４５ 54,239百万円

Ｒ４６ 54,415百万円

Ｒ４７ 54,415百万円

Ｒ４８ 54,415百万円

Ｒ４９ 54,415百万円

Ｒ５０ 54,415百万円

Ｒ５１ 54,415百万円

Ｒ５２ 54,415百万円

Ｒ５３ 53,004百万円

（注1）平成18年度から令和6年度までは実績値を記載している。

（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを認めるものとする。


